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計画の改訂にあたって 

 
 
 山形県では、平成１１年６月に制定された国の「男女共同参画社会基本法」の趣旨や理念等

を踏まえ、平成１３年３月に「山形県男女共同参画計画」を策定するとともに、平成１４年７

月には、本県の男女共同参画を推進するための指針となる「山形県男女共同参画推進条例」を

制定し、県民、事業者及び行政が一体となって、男女共同参画による豊かな地域社会を築くた

めの取り組みを進めてまいりました。 
 一方、本県は全国に先行して高齢化の進展や人口減少の局面にあり、こうした社会情勢の大

きな変化に対応し、新しい地域社会を創生するためには、今後ますます県民一人ひとりの力が

何よりも重要となり、特に男女が性別にかかわりなく、ともにあらゆる分野に参画し、喜びと

責任を分かち合うことのできる男女共同参画社会を実現することは、最重要課題であると考え

ております。そのため、平成１７年度から推進しております「やまがた改革」においても、男

女共同参画社会の実現を最も重要な柱と位置づけて取り組んでいるところです。 
 このたび、このような情勢の変化やこれまでの取り組みの成果・課題を踏まえ、現行計画を

見直し、今後５年間の男女共同参画を推進するための行政や県民の取り組みを具体的に示した

「山形県男女共同参画計画（改訂版）」を策定いたしました。 
この改訂においては、「男女共同参画についての正しい理解と認識を深める機会の充実」、「多

様な分野における女性のチャレンジ支援」、「女性が能力を発揮し、活躍できる機会の創出・拡

大」、「男女ともに仕事と家庭を両立できる環境の整備」、「配偶者からの暴力の防止と被害者の

保護等の施策推進」の５つの事項に重点的に取り組むとともに、様々な数値指標を取り入れ、

取り組みの進捗状況や成果を的確に把握し、県の施策に反映させていくこととしております。 
男女がともに助け合い、それぞれの持てる能力を十分に発揮し、県民みんなで「未来に広が

る“やまがた”」を創り上げていくためには、県や市町村の取り組みはもとより、県民一人ひと

りが主体的に関わり、取り組んでいくことが必要ですので、今後ともなお一層のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 
この計画の改訂にあたり、貴重なご意見をいただきました山形県男女共同参画審議会委員や

県民の方々をはじめ、関係各位に心から感謝申し上げます。 
 
 
平成１８年３月 

 

                      山形県知事  齋 藤  弘 
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